
 

船舶事故調査報告書 

令和元年７月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３１年１月２０日 １２時２０分ごろ 

発生場所 京浜港横浜第５区の企業専用桟橋  

 横浜南本牧ふ頭南防波堤灯台から真方位３０９°１.２海里付近 

 （概位 北緯３５°２４.５′ 東経１３９°３９.５′） 

事故の概要  油タンカー第八十八東洋
とうよう

丸は、着桟操船中、係留中の油タンカー第

十一和光
わ こ う

丸に衝突した。 

事故調査の経過 平成３１年２月１４日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 油タンカー 第十一和光丸、３,８５１トン 

１４２１７１、宮崎海運株式会社 

Ｂ 油タンカー 第八十八東洋丸、２,００９トン 

１４１９４６、大和海運株式会社、独立行政法人鉄道建設・運

輸施設整備支援機構 

 乗組員等に関する情報 Ｂ 船長Ｂ、二級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾部フェアリーダに擦過傷、ハンドレールに曲損 

Ｂ 右舷船側部外板に擦過傷、ハンドレールに曲損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風速 約１２m/s（突風時約２０

m/s）、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

事故の経過  Ａ船は、船長ほか９人が乗り組み、企業専用桟橋に右舷着けとして

係留中、Ｂ船が衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか１０人が乗り組み、急速に強まった風速１２

m/s の南南西風を左舷船尾方から受ける状況下、Ａ船が係留している

桟橋の北西方の桟橋（以下「本件桟橋」という。）に入船左舷着けと

する目的で接近中、船長Ｂが、右方に圧流されてＡ船と接近している

ことに気付き、主機及びバウスラスタを使用したものの、隣接する桟

橋に係留中のＡ船に衝突した。 

船長Ｂは、早朝に入手した気象情報により南南西の風、風速約７

m/s と予測し、船首係船索を早めに取れば安全に着桟できると思って

いた。 

分析  

 

 Ａ船は、係留中、Ｂ船が衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、風速１２m/s の南南西風を左舷船尾方から受ける状況下、

船長Ｂが、船首係船索を早めに取れば着桟できると思い、入船左舷着

けとする目的で本件桟橋に接近したことから、圧流されて隣接する桟



 

橋に係留中のＡ船に衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ｂ船が、風速１２m/s の南南西風を左舷船尾方から受け

る状況下、船長Ｂが、船首係船索を早めに取れば着桟できると思い、

入船左舷着けとする目的で本件桟橋に接近したため、圧流されて隣接

する桟橋に係留中のＡ船に衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・桟橋への接近中に風の増勢が生じた場合は、操縦性能、風圧力、

地形、係留船の状況等を考慮し、余裕のある時機に着桟の取りや

めを検討すること。 

・入港時には、最新の気象情報を確認し、無理をせず、必要に応じ

てタグボートを手配すること。 

 


